
③緊急安全確保 ※R3改正

避難するのが遅れたために、
立退き避難を安全にできなくなってる

立退き避難から行動を一変して

今の場所よりも、少しでも安全な場所へ、
直ちに移動

※安全に移動できないおそれがある
身の安全を確保できるとは限らない

【出典】内閣府：避難情報に関するガイドライン 令和3年5月改定


